
No.20

12月定例会
宮若市自治基本条例可決 ……………… 2

学校整備調査特別委員会報告 …………… 3

補正予算・審議結果報告 ………………… 4～5

委員会報告 ……………………………… 6～7

意見書・市長報告 ……………………… 8～10

一般質問 ……………………………… 11～13

ちょっと一言・編集後記 …………………… 14

平成23年2月1日号

みやわかみやわか市議会だより



　
本
委
員
会
は
、
６
月
定
例
会
の
設
置
以

降
、
今
日
ま
で
７
回
に
わ
た
り
、
委
員
会
を

開
催
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　
教
育
委
員
会
よ
り
、
こ
れ
ま
で
の
経
過
や

学
校
整
備
に
向
け
た
取
り
組
み
に
つ
い
て
、

関
係
資
料
の
提
示
を
頂
き
、
詳
細
な
説
明
を

受
け
て
お
り
ま
す
。

　
委
員
会
の
中
で
、
学
校
整
備
の
必
要
性
に

つ
い
て
も
質
疑
が
な
さ
れ
ま
し
た
が
、
将
来

を
担
う
子
ど
も
た
ち
の
た
め
に
は
、
そ
の
教

育
環
境
と
教
育
内
容
の
充
実
を
図
る
上
で
、

学
校
整
備
に
つ
い
て
の
十
分
な
協
議
が
必
要

で
あ
る
と
し
て
、
委
員
会
で
は
、
こ
れ
ま
で

調
査
研
究
を
行
っ
て
き
て
お

り
ま
す
。

　
学
校
整
備
に
向
け
た
主
た

る
課
題
と
し
て
は
、
①
通
学

路
の
整
備
、
②
通
学
手
段
、

③
跡
地
利
用
の
３
つ
が
挙
げ

ら
れ
る
と
し
ま
し
て
、
こ
の

３
項
目
に
テ
ー
マ
を
絞
り
、

そ
の
後
の
委
員
会
を
進
め
て

き
ま
し
た
。

　
①
通
学
路
の
整
備
に
つ
い

て
は
、
想
定
さ
れ
る
通
学
路
の
視
察
を
行

い
、
防
犯
灯
や
歩
道
の
設
置
が
な
い
、
狭
い

と
い
っ
た
現
状
を
踏
ま
え
、
教
育
委
員
会
に

対
し
、
年
次
的
な
整
備
が
早
急
に
必
要
で
あ

る
と
し
て
、
ま
ず
整
備
計
画
を
示
し
て
欲
し

い
と
資
料
請
求
し
ま
し
た
が
、
教
育
委
員
会

で
は
、
所
管
で
あ
る
産
業
建
設
部
と
の
兼
ね

合
い
が
あ
る
と
し
て
、「
関
係
課
と
は
協
議

を
十
分
に
行
う
。
し
か
る
べ
き
時
期
に
報
告

す
る
」
と
の
回
答
を
受
け
る
に
と
ど
ま
っ
て

お
り
ま
す
。

　
残
る
、
②
通
学
手
段
と
③
跡
地
利
用
に
つ

き
ま
し
て
は
、
こ
れ
か
ら
『
準
備
委
員
会
』
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で
検
討
が
な
さ
れ
る
と
の
こ
と
で
し
た
。

　
特
に
①
と
②
に
つ
き
ま
し
て
は
、「
安
全

面
の
確
保
」
と
「
保
護
者
の
費
用
負
担
へ
の

配
慮
」
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
、
多
く
の
質

疑
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、「
準
備
委
員
会
」
に
つ
い
て
の
資

料
を
求
め
ま
し
て
、
公
募
を
含
め
23
年
２
月

に
設
置
予
定
で
あ
る
こ
と
や
、
委
員
構
成
、

検
討
の
内
容
及
び
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
等
、
詳
細

な
説
明
を
受
け
ま
し
た
。

　
そ
の
他
、
校
区
ご
と
の
住
民
説
明
会
が
終

了
し
た
こ
と
を
受
け
、
ア
ン
ケ
ー
ト
の
集
計

結
果
や
意
見
に
つ
い
て
、
資
料
の
提
出
を
求

め
、
説
明
を
受
け
て
お
り
ま
す
。

　
こ
の
住
民
説
明
会
で
出
さ
れ
た
意
見
や
質

問
で
は
、
学
校
整
備
に
伴
う
具
体
的
な
も
の

が
多
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
一
定
の
理
解
を
得

ら
れ
た
と
受
け
取
れ
る
も
の
の
、
更
に
地
域

や
グ
ル
ー
プ
を
対
象
に
実
施
さ
れ
て
お
り
ま

す
個
別
の
座
談
会
・
説
明
会
の
結
果
に
つ
き

ま
し
て
も
、
報
告
を
求
め
て
い
き
ま
す
。

　
委
員
か
ら
は
、
「
数
年
前
か
ら
宮
田
西
中

学
校
に
通
う
生
徒
が
減
少
し
て
い
る
の
で
西

部
地
区
に
お
い
て
は
平
成
25
年
度
開
校
に
と

ら
わ
れ
ず
、
進
め
て
は
ど
う
か
。
」
と
の
意

見
も
出
さ
れ
ま
し
た
。

　
委
員
会
と
し
て
は
、
更
な
る
議
論
を
重

ね
、
中
学
校
の
整
備
が
可
か
否
か
精
査
し
、

教
育
委
員
会
に
対
し
「
提
言
」
を
出
す
考
え

で
す
。

  

宮
若
市
学
校
整
備
調
査
特
別
委
員
長
報
告
（
中
間
）

委
員
長
　
　中
尾
　ハ
ギ
子
　

上野原市学校整備視察
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修
正
案
を
全
会
一
致
で
可
決
し
、
委
員
会
を

終
了
し
ま
し
た
。
本
会
議
で
は
、
委
員
長
の

報
告
を
受
け
修
正
案
を
全
会
一
致
で
可
決
し

ま
し
た
。

取
り
組
み
や
制
定
後
の
検
証
の
仕
方
な
ど
、

審
査
に
重
要
な
点
に
つ
い
て
調
査
研
究
を
行

い
ま
し
た
。

　
委
員
会
審
査
で
は
、
字
句
の
修
正
は
も
と

よ
り
、
こ
れ
か
ら
宮
若
市
の
最

高
規
範
に
な
る
条
例
に
相
応
し

い
も
の
と
な
る
よ
う
に
様
々

な
意
見
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

特
に
時
間
を
費
や
し
た
の
は
、

「
『
市
の
責
務
』
と
し
て
記
載

し
た
条
文
に
市
長
の
責
務
も
含

む
」
と
し
た
執
行
部
の
提
案

に
、「
先
進
地
で
も
明
確
に
し

て
い
る
よ
う
に
『
市
長
の
責

務
』
は
別
に
定
め
る
べ
き
」
と

し
た
討
論
で
し
た
。
ま
た
、
地

域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
つ
い
て
も

職
員
の
地
域
担
当
制
に
つ
い
て

疑
問
視
の
意
見
も
あ
り
ま
し

た
。

　
最
終
的
に
は
、『
市
長
の
責

務
』
を
新
た
に
条
文
化
し
、
条

例
の
見
直
し
を
必
要
に
応
じ
て

４
年
以
内
に
行
う
こ
と
と
し
た

　
自
治
基
本
条
例
と
は
、
住
民
自
治
に
基
づ

く
自
治
体
運
営
の
基
本
原
則
を
定
め
た
条
例

で
、「
自
治
体
の
憲
法
」
と
も
言
わ
れ
て
い

ま
す
。

　
条
例
の
名
称
は
、
自
治
体
に
よ
っ
て
異

な
っ
て
お
り
、「
ま
ち
づ
く
り
条
例
」
、

「
ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例
」
あ
る
い
は
「
行

政
基
本
条
例
」
な
ど
、
統
一
し
た
名
称
に
は

な
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　
自
治
体
の
運
営
に
関
し
て
、
そ
の
理
念
、

原
則
、
制
度
を
定
め
る
も
の
で
す
。
基
本
的

な
あ
り
方
に
つ
い
て
規
定
し
、
そ
の
自
治
体

の
自
治
体
法
の
体
系
の
頂
点
に
位
置
づ
け
ら

れ
る
条
例
で
す
。
つ
ま
り
、
自
分
た
ち
の
ま

ち
の
こ
と
を
自
分
た
ち
で
考
え
、
決
め
て
い

く
た
め
の
最
も
基
本
的
な
ル
ー
ル
で
す
。

　
委
員
会
で
は
、
す
で
に
制
定
し
た
先
進
自

治
体
の
条
例
を
参
考
に
執
行
部
が
作
成
し
た

「
条
例
案
」
を
検
討
す
る
の
に
10
回
も
の
委

員
会
審
査
を
行
い
ま
し
た
。

　
平
成
22
年
６
月
定
例
会
に
条
例
案
が
上
程

さ
れ
た
後
、
同
日
第
１
回
委
員
会
を
開
催

し
、
最
終
的
に
は
12
月
15
日
の
第
10
回
委
員

会
ま
で
行
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
間
、
６
月
・
９
月
の
定
例
会
を
継
続

審
査
と
し
て
き
た
わ
け
で
す
が
、
こ
の
「
自

治
基
本
条
例
」
は
、
内
容
が
制
定
の
目
的
や

定
義
、
市
民
の
権
利
や
責
務
、
議
会
や
市
の

責
務
、
市
政
運
営
、
情
報
共
有
の
推
進
、
地

域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
あ
り
方
な
ど
多
岐
に
わ

た
っ
て
い
る
た
め
、
審
査
に
か
な
り
の
時
間

を
要
し
ま
し
た
。

　
８
月
20
日
に
は
嘉
麻
市
を
、
同
月
23
日
に

は
う
き
は
市
を
視
察
し
、
条
例
制
定
ま
で
の

○条例の体系（イメージ）
公害防止条例

環境影響評価条例

都市景観条例

屋外広告物条例

○○条例

自治基本条例 都市計画基本条例

環境基本条例

○○基本条例

まちづくりの
進め方の基本
ルール

各行政分野
における
基本方針

具体的な
実施内容

『
宮
若
市
自
治
基
本
条
例
』
を
修
正
し
可
決
！

　「
ま
ち
づ
く
り
の
基
本
ル
ー
ル
」
が
完
成
。

委
員
長
　
　中
島
　健
三
　

うきは市自治基本条例視察
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議案番号 議　　案　　名 議決内容

議案第28号 宮若市自治基本条例の制定について 修正可決

議案第53号 民事調停の申立てについて 原案可決

議案第54号 宮若市若宮コミュニティセンター条例の制定について 原案可決

議案第55号 宮若市立火葬場条例の全部を改正する条例の制定について 原案可決

議案第56号 宮若市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例の一部を改正す
る条例の制定について 原案可決

議案第57号 宮若市社会福祉センター条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決

議案第58号 宮若市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決

議案第59号 工事請負契約の締結について（宮若市図書館を核とする生涯学習
拠点施設新築建築工事） 原案可決

議案第60号 工事請負契約の締結について（宮若市図書館を核とする生涯学習
拠点施設新築機械設備工事） 原案可決

議案第61号 平成22年度宮若市一般会計補正予算（第2号） 原案可決

議案第62号 平成22年度宮若市国民健康保険特別会計補正予算（第1号） 原案可決

議案第63号 平成22年度宮若市後期高齢者医療特別会計補正予算（第1号） 原案可決

議案第64号 平成22年度宮若市簡易水道事業特別会計補正予算（第2号） 原案可決

議案第65号 平成22年度宮若市公共下水道事業特別会計補正予算（第1号） 原案可決

議案第66号 平成22年度宮若市水道事業会計補正予算（第2号） 原案可決

議員提出議案第8号 ヒトT細胞白血病ウイルス1型（HTLV-1）総合対策を求める意見書 原案可決

議員提出議案第9号 公契約に関する基本法の制定を求める意見書 原案可決

議員提出議案第10号 TPP（環太平洋経済連携協定）への対応に関する意見書 原案可決

番　　号 請願及び陳情 議決内容

22年請願第3号 環太平洋戦略的経済連携協定（TPP）交渉への参加に反対する請願書 採　択

22年請願第4号 TPP（環太平洋経済連携協定）への対応に関する請願書 採　択

22年陳情第5号 人権侵害救済法の成立に反対する意見書の提出に関する陳情書 不採択

「請願」・「陳情」とは 
市政に関する事柄について、直接市議会へ要望する方法として、「請願」と「陳情」があります。提出された請願・陳情は
議会で審査され、採択か不採択かが決められます。
採択された請願は市長に請願書を送付したり、関係機関に意見書や要望書を提出したりして、解決を図るように求めます。
請願には議員の紹介が必要となります。

審 議 結 果 報 告
議決結果＝賛成多数で可決

議決結果＝全員で可決

　一般会計補正予算（第２号）中、総務委員会では歳入全般、債務負担行為、歳出の議会費、総務費、民生費
の一部などを、教育民生委員会では民生費、教育費などを、産業建設委員会では労働費、農林水産業費、土木
費などについて審査を行いました。

議決結果＝全員賛成で可決

議決結果＝全員賛成で可決

議決結果＝全員賛成で可決

議決結果＝全員賛成で可決

議決結果＝全員賛成で可決

１７０億９，０７２万７千円

３億１，０１０万９千円

１７４億８３万６千円

補正前の予算額

補　　正　　額

補正後の予算額

３４億５，５０８万８千円

８，０４４万５千円

３５億３，５５３万３千円

補正前の予算額

補　　正　　額

補正後の予算額

４億７，３２２万７千円

△４５９万２千円

４億６，８６３万５千円

既 決 予 算 額

補 正 予 算 額

計

一般会計補正予算の主な内容

水道事業費

人事院勧告に伴う給与改定

生活保護費

行政窓口業務民間委託費

定住奨励金

△３，３７０万円

２億５６６万円

２０８万円

１８０万円

補　　正　　額内　　　　容

一般会計・特別会計　補正予算
平成22年宮若市一般会計補正予算（第２号）

平成22年度宮若市国民健康保険
特別会計補正予算（第１号）

３億７，６９６万９千円

３８６万６千円

３億８，０８３万５千円

補正前の予算額

補　　正　　額

補正後の予算額

平成22年度宮若市後期高齢者医療
特別会計補正予算（第１号）

１億１，７９７万９千円

△２２万２千円

１億１，７７５万７千円

補正前の予算額

補　　正　　額

補正後の予算額

平成22年度宮若市簡易水道事業
特別会計補正予算（第２号）

５億９，３２７万３千円

１，４７２万６千円

６億７９９万９千円

補正前の予算額

補　　正　　額

補正後の予算額

平成22年度宮若市公共下水道事業
特別会計補正予算（第１号）

平成22年度宮若市水道事業会計補正予算（第２号）
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議決結果＝賛成多数で可決

議決結果＝全員で可決

　一般会計補正予算（第２号）中、総務委員会では歳入全般、債務負担行為、歳出の議会費、総務費、民生費
の一部などを、教育民生委員会では民生費、教育費などを、産業建設委員会では労働費、農林水産業費、土木
費などについて審査を行いました。

議決結果＝全員賛成で可決

議決結果＝全員賛成で可決

議決結果＝全員賛成で可決

議決結果＝全員賛成で可決

議決結果＝全員賛成で可決

１７０億９，０７２万７千円

３億１，０１０万９千円

１７４億８３万６千円

補正前の予算額

補　　正　　額

補正後の予算額

３４億５，５０８万８千円

８，０４４万５千円

３５億３，５５３万３千円

補正前の予算額

補　　正　　額

補正後の予算額

４億７，３２２万７千円

△４５９万２千円

４億６，８６３万５千円

既 決 予 算 額

補 正 予 算 額

計

一般会計補正予算の主な内容

水道事業費

人事院勧告に伴う給与改定

生活保護費

行政窓口業務民間委託費

定住奨励金

△３，３７０万円

２億５６６万円

２０８万円

１８０万円

補　　正　　額内　　　　容

一般会計・特別会計　補正予算
平成22年宮若市一般会計補正予算（第２号）

平成22年度宮若市国民健康保険
特別会計補正予算（第１号）

３億７，６９６万９千円

３８６万６千円

３億８，０８３万５千円

補正前の予算額

補　　正　　額

補正後の予算額

平成22年度宮若市後期高齢者医療
特別会計補正予算（第１号）

１億１，７９７万９千円

△２２万２千円

１億１，７７５万７千円

補正前の予算額

補　　正　　額

補正後の予算額

平成22年度宮若市簡易水道事業
特別会計補正予算（第２号）

５億９，３２７万３千円

１，４７２万６千円

６億７９９万９千円

補正前の予算額

補　　正　　額

補正後の予算額

平成22年度宮若市公共下水道事業
特別会計補正予算（第１号）

平成22年度宮若市水道事業会計補正予算（第２号）
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宮
若
市
社
会
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
使
用
料
に

つ
い
て
市
内
居
住
者
と
市
外
居
住
者
を
区
分

し
た
料
金
体
系
に
改
め
る
た
め
、
条
例
の
一

部
改
正
を
す
る
も
の
で
す
。賛

成
多
数
で
可
決

　
宮
若
市
学
校
等
整
備
計
画
に
基
づ
き
、
若

宮
若
市
社
会
福
祉
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

宮
若
市
立
学
校
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

宮
南
小
学
校
を
平
成
23
年
４
月
よ
り
若
宮
小

学
校
と
統
合
す
る
に
あ
た
り
、
宮
若
市
立
学

校
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
も
の
で

す
。

全
員
賛
成
で
可
決

　
宮
若
市
図
書
館
を
核
と
す
る
生
涯
学
習
拠

点
施
設
の
、
指
名
競
争
入
札
の
結
果
に
よ
り

落
札
し
た
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
と
そ

れ
ぞ
れ
仮
契
約
を
行
っ
て
お
り
、
議
会
の
議

決
に
よ
り
こ
の
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る

も
の
で
３
日
間
か
け
て
審
査
を
行
い
ま
し

た
。

　
質
疑
で
は
、「
現
在
の
施
工
管
理
体
制
で

大
丈
夫
か
。
」
と
の
意
見
が
出
さ
れ
た
こ
と

を
受
け
、
執
行
部
よ
り
「
第
三
者
機
関
を
入

れ
、
施
工
管
理
会
社
と
二
重
の
チ
ェ
ッ
ク
体

制
を
取
り
入
れ
る
。
」
と
の
回
答
を
頂
い
て

お
り
ま
す
。

　
討
論
で
は
、「
施
設
に
つ
い
て
は
、
担
当

が
時
間
を
か
け
積
み
上
げ
て
き
た
、
ま
た
、

議
論
も
な
さ
れ
て
き
た
も
の
。
６
月
の
予
算

審
議
の
際
に
は
、『
着
工
ま
で
の
間
に
工
事

施
工
方
法
の
見
直
し
や
建
築
コ
ス
ト
及
び
経

費
削
減
に
向
け
見
直
し
を
行
う
。
』
と
の
執

工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
（
図
書

館
を
核
と
す
る
生
涯
学
習
拠
点
施
設
新
築

建
築
工
事
・
新
築
機
械
設
備
工
事
）

行
部
の
答
弁
に
よ
り
賛
成
し
た
。
し
か
し
、

今
回
、
入
札
の
あ
り
方
自
体
に
疑
問
が
残

る
。
新
た
な
入
札
制
度
見
直
し
が
確
約
で
き

な
い
限
り
は
、
反
対
。
」
と
し
て
、
反
対
討

論
が
な
さ
れ
、
こ
れ
に
対
し
、「
宮
若
市
が

行
っ
た
今
回
の
入
札
は
、
市
が
地
場
産
業
育

成
を
主
眼
に
お
い
た
結
果
で
あ
り
、
法
的
に

も
問
題
な
い
。
図
書
館
は
、
宮
若
市
の
文
化

･

教
育
の
拠
点
と
な
る
公
共
施
設
で
あ
り
、

総
合
計
画
に
掲
げ
た
都
市
基
盤
の
中
心
的
役

割
り
を
果
た
す
施
設
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
対

す
る
理
由
は
な
い
。
」
と
し
て
賛
成
討
論
が

あ
り
ま
し
た
。

　
採
決
の
結
果
、
賛
成
多
数
で
可
決
す
べ
き

も
の
と
決
し
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
委
員
会
で
は
、
こ
の
審
議
内
容
と

結
果
を
受
け
ま
し
て
、
付
帯
決
議
を
付
け
加

え
て
い
ま
す
。

一
、
施
工
管
理
に
あ
た
っ
て
は
、
第
三
者
機

関
を
入
れ
、
二
重
の
管
理
体
制
で
行
う
こ

と
。

一
、
今
後
、
入
札
制
度
の
改
革
を
行
う
こ

と
。

　

賛
成
多
数
で
可
決

委
員
長
　島
　本
　昌
　典

産
業
建
設
委
員
会

　
市
営
住
宅
入
居
者
で
、
長
期
に
わ
た
り
家

賃
を
滞
納
し
、
再
三
の
督
促
、
分
割
納
付
指

導
に
応
じ
な
い
者
に
対
し
、
民
事
調
停
に
よ

る
納
付
指
導
を
行
う
た
め
、
調
停
の
申
立
を

行
う
も
の
で
す
。

全
員
賛
成
で
可
決

請
願
者

　
若
宮
農
民
組
合
　
組
合
長
　
市
吉
孝
敏

請
願
者

　
直
鞍
農
業
協
同
組
合

　
代
表
理
事
組
合
長
　
花
元
征
雄

　
環
太
平
洋
戦
略
的
経
済
連
携
協
定
（
Ｔ
Ｐ

Ｐ
）
交
渉
へ
の
参
加
に
反
対
す
る
意
見
書
の

提
出
を
求
め
る
請
願
書
で
す
。

両
請
願
と
も
に
賛
成
多
数
で
採
択

民
事
調
停
の
申
立
て
に
つ
い
て

環
太
平
洋
戦
略
的
経
済
連
携
協
定
（
Ｔ
Ｐ

Ｐ
）
交
渉
へ
の
参
加
に
反
対
す
る
請
願
書

Ｔ
Ｐ
Ｐ
（
環
太
平
洋
経
済
連
携
協
定
）
へ

の
対
応
に
関
す
る
請
願
書

区　分
使用料

市内居住者 市外居住者

入館料
個　人

中学生～59歳 250円

400円
60歳以上

120円3歳～小学生

障害者（児）

団　体 20人以上 上記の1割引

貸室料 会議室
大会議室（1時間） 400円

小会議室（1時間） 200円
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　委
員
長
　中
　島
　健
　三

　
平
成
23
年
４
月
１
日
に
オ
ー
プ
ン
す
る
若

宮
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管

理
の
た
め
の
条
例
で
す
。

　
委
員
会
で
は
12
月
９
日
に
若
宮
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
セ
ン
タ
ー
現
地
を
確
認
し
、
条
例
の
審

査
を
行
い
ま
し
た
。

　
委
員
会
の
中
で
は
建
物
の
仕
上
が
り
に
つ

い
て
の
指
摘
や
来
年
の
確
定
申
告
の
場
所
や

使
用
料
の
減
免
規
定
等
に
つ
い
て
質
問
が
あ

り
ま
し
た
。
執
行
部
か
ら
は
「
確
定
申
告
は

安
全
対
策
を
施
し
確
定
申
告
に
は
間
に
合
う

よ
う
に
す
る
。
減
免
規
定
に
つ
い
て
は
規
則

で
設
け
る
が
、
ロ
ビ
ー
や
無
料
で
使
え
る
談

話
室
を
有
効
活
用
し
て
ほ
し
い
。
」
と
の
回

答
が
あ
り
ま
し
た
。

　
委
員
会
で
は
、
「
１
月
中
旬
に
外
構
が
で

き
る
の
で
そ
れ
を
見
て
決
め
る
べ
き
と
思

総
務
委
員
会

宮
若
市
若
宮
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
条

例
の
制
定
に
つ
い
て

う
。
臨
時
会
を
開
い
て
か
ら
決
め
れ
ば
条
例

は
間
に
合
う
の
で
は
な
い
か
。
」
と
の
意
見

も
あ
り
ま
し
た
が
、
委
員
会
で
は
、
次
の
意

見
を
附
帯
し
て
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
て

い
ま
す
。

一
、
建
物
の
仕
上
が
り
に
つ
い
て
の
指
摘
事

項
に
つ
い
て
は
早
期
に
修
復
を
行
う
こ
と
。

一
、
外
構
整
備
に
伴
う
駐
車
場
の
確
保
を
行

う
こ
と
。

一
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
利
用
者
の
通

路
確
保
及
び
安
全
確
保
の
た
め
の
ガ
ー
ド
マ

ン
・
案
内
看
板
の
設
置
を
行
う
こ
と
。

全
員
賛
成
で
可
決

　
こ
の
条
例
改
正
は
児
童
扶
養
手
当
法
の
改

正
に
伴
い
、
福
岡
県
の
ひ
と
り
親
家
庭
等
医

療
費
支
給
事
業
費
県
費
補
助
金
交
付
要
綱
が

改
正
さ
れ
た
た
め
、
こ
の
補
助
金
交
付
要
綱

に
基
づ
い
て
定
め
て
い
る
宮
若
市
ひ
と
り
親

家
庭
等
医
療
費
の
支
給
に
関
す
る
条
例
に
つ

い
て
改
正
の
必
要
が
生
じ
た
も
の
で
す
。

全
員
賛
成
で
可
決

委
員
長
　塩
　川
　恭
　子

　
原
田
地
区
に
建
設
中
の
宮
若
市
火
葬
場
を

平
成
23
年
４
月
１
日
よ
り
供
用
開
始
す
る
に

あ
た
り
、
火
葬
場
の
設
置
及
び
管
理
に
関
し

必
要
な
事
項
を
定
め
た
条
例
の
改
正
を
す
る

も
の
で
す
。

宮
若
市
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
の
支
給

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

の
制
定
に
つ
い
て

教
育
民
生
委
員
会

宮
若
市
立
火
葬
場
条
例
の
全
部
を
改
正
す

る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

賛
成
多
数
で
可
決

若宮コミュニティセンター使用料
（1時間当たりの金額）

区　　　分 金　額

多
目
的
ホ
ー
ル

入場料を徴収しない場合 1,800円

入場料を徴収する場合 3,600円

営業・営利・宣伝等の
目的で使用

7,200円

会議室１・会議室２   400円

研修室・調理室   600円

建設中の宮若市火葬場視察

区 分 単位
使用料

市　内 市　外

12歳以上 1体 20,000円 70,000円

12歳未満 1体 12,000円 45,000円

死 産 児 1体  5,000円 12,000円

霊 安 室 1回  5,000円 12,000円
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公契約に関する基本法の制定を求める意見書
　厳しい財政状況を背景に国や地方自治体では、公共サービスの効率化、コストダウンが求められている。このよう
ななか、公共工事や委託事業などの公契約の価格は、過当競争とあいまって低価格・低単価の契約や受注が増大して
いる。このため、受注先である民間企業の経営悪化と労働者の賃金・労働条件の著しい低下を招くという問題が生じ
ている。
　さらに、業務委託にかかる人件費は、物件費として扱われるため、労働基準法や最低賃金法等が遵守されているか
どうか、発注者には関与しにくい構造となっており、委託業務を担う労働者は、社会保険の不適用、賃下げや解雇の
脅威にさらされている。
　こうした状況を打開し、真の豊かさを実感できるより良い社会を実現するためには、不公正な取引関係を改善する
とともに、公正労働基準の確保や労働関係法の遵守、社会保険や労働保険の全面適用を徹底させることが必要であ
る。さらに、男女平等参画社会の構築や障害者雇用の促進など、社会的価値を高めるため積極的に施策を講じること
が求められている。また、ILO94号条約（公契約における労働条項に関する条約）を早期に批准するとともに地域に
おける公契約条例の制定に向けた環境整備のために公契約基本法の制定が急務である。
　よって、宮若市議会は、国会および政府に対し、早期に下記の事項を実施するよう強く要請する。

記
１．良質な公共サービスの安定的提供とその事業に従事する者の労働条件の改善、ならびに職場の安全の確保のた    
　　め、公契約に関する基本法を早期に制定すること。
２．公契約に関する基本法を制定する際には、公正労働基準と労働関係法の遵守、社会保険の全面適用等を公契約の
　　必須条件とすること。
　以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

　　　　平成22年12月21日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県宮若市議会　議　長　  寳　部　　勝
　　衆議院議長　　横路　孝弘　殿
　　参議院議長　　西岡　武夫　殿
　　内閣総理大臣　菅　　直人　殿

ＴＰＰ（環太平洋経済連携協定）への対応に関する意見書
　政府は、11月９日に「包括的経済連携に関する基本方針」を閣議決定し、ＴＰＰ（環太平洋経済連携協定）について
「情報収集を進める」ために「関係国との協議を開始する」こととしました。
　ＴＰＰは、原則としてすべての物品について関税の撤廃を目指しており、仮に、ＴＰＰが締結されれば、国内の農
業生産が4.1兆円減少し、340万人に及ぶ地方における雇用が喪失されると試算されており、地域経済、社会、雇用が
大打撃を被ることは必至であります。
　我が国は、食料の60％を海外に頼っていますが、さらに食料自給率が低下することになれば、安全・安心な食料の
安定供給が脅かされ、国民に大きな不安を与えることとなります。
　また、ＴＰＰは、物品の貿易だけではなく非関税障壁として、郵政の見直し問題、金融、保険、医薬品、公共事業
の入札、医師・弁護士・会計士・看護師・介護福祉士等の労働市場の開放等々を俎上にのせ、様々な分野での包括的
な交渉が行われることから、農林水産分野以外にも経済や生活にかかる多様な分野について基準や仕組みを根本的に
変更するものであり、「国のかたち」が一変してしまう可能性があります。
　そのような判断を、十分な国民的議論がないまま拙速に行うことは大きな問題であり、下記の事項に掲げたＴＰＰ
に対する対応をするよう強く要望いたします。

記
（１）わが国及び本市の農業に対する壊滅的な打撃を与えるＴＰＰ交渉については、断固として参加しないこと。
（２）ＴＰＰについては、全品目での関税撤廃だけではなく、様々な分野での包括的な交渉が行われ、農林水産分野
　　　以外にも国民の経済や生活にかかる多様な分野について影響があることを国民に十分説明すること。
（３）「多様な農業の共存」を基本理念として、農業・農村の多面的機能の発揮や食料安全保障の確保など、食料自
　　　給率の向上、農業・農村の振興などを損なわないよう対応すること。
　以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

　　　　平成22年12月21日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県宮若市議会　議　長　  寳　部　　勝

　　衆議院議長　　横路　孝弘　殿
　　参議院議長　　西岡　武夫　殿
　　内閣総理大臣　菅　　直人　殿
　　農林水産大臣　鹿野　道彦　殿

12
月
議
会
で
可
決
さ
れ
た
意
見
書

　ヒトＴ細胞白血病ウイルス１型（HTLV-１）は、致死率の高い「成人Ｔ細胞白血病（ATL）」や、進行性
の歩行・排尿障害を伴う「せき髄疾患（ＨＡＭ）」等を引き起こします。国内の感染者数（キャリア）は
100万人以上と推定され、その数はＢ型・Ｃ型肝炎に匹敵します。毎年約1000人以上がＡＴＬで命を落
とし、ＨＡＭ発症者は激痛や両足麻痺、排尿障害に苦しんでいます。一度感染すると現代の医学ではウ
イルスを排除することができず、いまだに根本的な治療法は確立されていません。
　現在の主な感染経路は、母乳を介して母親から子どもに感染する母子感染と性交渉による感染であ
り、そのうち母子感染が６割以上を占めています。このウイルスの特徴は、感染から発症までの潜伏期
間が40年から60年と期間が長いことです。そのため自分自身がキャリアであると知らずに子どもを母
乳で育て、数年後に自身が発症して初めて我が子に感染させてしまったことを知らされるケースがあり
ます。この場合、母親の苦悩は言葉では言い表せません。一部自治体では、妊婦健康審査時にHTLV-
１抗体検査を実施し、陽性の妊婦には授乳指導を行うことで、効果的に感染の拡大を防止しています。
　平成22年10月６日、厚生労働省は、官邸に設置された「HTLV-１特命チーム」における決定受け、
HTLV-１抗体検査を妊婦健康審査の標準的な検査項目に追加し、妊婦健康審査臨時特例交付金に基づ
く公費負担の対象とできるよう、通知を改正し、各自治体に発出しました。これにより全国で感染拡大
防止対策が実施されることになります。そのためには、医療関係者のカウンセリング研修やキャリア妊
婦等の相談体制の充実を図るとともに、診療拠点病院の整備、予防・治療法の研究開発、国民への正し
い知識の普及啓発等の総合的な対策の推進が不可欠です。
　よって、政府におかれましては、ヒトＴ細胞白血病ウイルス１型（HTLV-１）の感染拡大防止に伴う
「HTLV-１総合対策」を推進するため、以下の項目について早急に実現するよう強く要望いたしま
す。

記

１．医療関係者や地域保健担当者を対象とした研修会を早急に実施すること。
２．HTLV-１母子感染対策協議会を全都道府県に設置し、検査体制、保健指導・カウンセリング体制の
　　整備を図ること。
３．相談支援センターを設置し、感染者および発症者の相談支援体制の充実を図ること。
４．感染者および発症者のための診療拠点病院の整備を推進すること。
５．発症予防や治療法に関する研究開発を大幅に推進すること。
６．国民に対する正しい知識の普及と理解の促進を図ること。
７．発症者への支援、福祉対策を推進すること。

　以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

　　平成22年12月21日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県宮若市議会　議　長　 寳　部　　勝

内閣総理大臣　菅　　直人　殿
厚生労働大臣　細川　律夫　殿

ヒトＴ細胞白血病ウイルス１型（HTLV-１）総合対策を求める意見書

皆さんの傍聴を
お待ちしています

市議会を傍聴してみませんか

３月３日㈭
次の定例会は

　　　開会予定です。
本会議・各常任委員会等の日程につきましては、日程
が決まり次第、宮若市のホームページ、宮若市役所本
庁及び若宮総合支所に掲示します。
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公契約に関する基本法の制定を求める意見書
　厳しい財政状況を背景に国や地方自治体では、公共サービスの効率化、コストダウンが求められている。このよう
ななか、公共工事や委託事業などの公契約の価格は、過当競争とあいまって低価格・低単価の契約や受注が増大して
いる。このため、受注先である民間企業の経営悪化と労働者の賃金・労働条件の著しい低下を招くという問題が生じ
ている。
　さらに、業務委託にかかる人件費は、物件費として扱われるため、労働基準法や最低賃金法等が遵守されているか
どうか、発注者には関与しにくい構造となっており、委託業務を担う労働者は、社会保険の不適用、賃下げや解雇の
脅威にさらされている。
　こうした状況を打開し、真の豊かさを実感できるより良い社会を実現するためには、不公正な取引関係を改善する
とともに、公正労働基準の確保や労働関係法の遵守、社会保険や労働保険の全面適用を徹底させることが必要であ
る。さらに、男女平等参画社会の構築や障害者雇用の促進など、社会的価値を高めるため積極的に施策を講じること
が求められている。また、ILO94号条約（公契約における労働条項に関する条約）を早期に批准するとともに地域に
おける公契約条例の制定に向けた環境整備のために公契約基本法の制定が急務である。
　よって、宮若市議会は、国会および政府に対し、早期に下記の事項を実施するよう強く要請する。

記
１．良質な公共サービスの安定的提供とその事業に従事する者の労働条件の改善、ならびに職場の安全の確保のた    
　　め、公契約に関する基本法を早期に制定すること。
２．公契約に関する基本法を制定する際には、公正労働基準と労働関係法の遵守、社会保険の全面適用等を公契約の
　　必須条件とすること。
　以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

　　　　平成22年12月21日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県宮若市議会　議　長　  寳　部　　勝
　　衆議院議長　　横路　孝弘　殿
　　参議院議長　　西岡　武夫　殿
　　内閣総理大臣　菅　　直人　殿

ＴＰＰ（環太平洋経済連携協定）への対応に関する意見書
　政府は、11月９日に「包括的経済連携に関する基本方針」を閣議決定し、ＴＰＰ（環太平洋経済連携協定）について
「情報収集を進める」ために「関係国との協議を開始する」こととしました。
　ＴＰＰは、原則としてすべての物品について関税の撤廃を目指しており、仮に、ＴＰＰが締結されれば、国内の農
業生産が4.1兆円減少し、340万人に及ぶ地方における雇用が喪失されると試算されており、地域経済、社会、雇用が
大打撃を被ることは必至であります。
　我が国は、食料の60％を海外に頼っていますが、さらに食料自給率が低下することになれば、安全・安心な食料の
安定供給が脅かされ、国民に大きな不安を与えることとなります。
　また、ＴＰＰは、物品の貿易だけではなく非関税障壁として、郵政の見直し問題、金融、保険、医薬品、公共事業
の入札、医師・弁護士・会計士・看護師・介護福祉士等の労働市場の開放等々を俎上にのせ、様々な分野での包括的
な交渉が行われることから、農林水産分野以外にも経済や生活にかかる多様な分野について基準や仕組みを根本的に
変更するものであり、「国のかたち」が一変してしまう可能性があります。
　そのような判断を、十分な国民的議論がないまま拙速に行うことは大きな問題であり、下記の事項に掲げたＴＰＰ
に対する対応をするよう強く要望いたします。

記
（１）わが国及び本市の農業に対する壊滅的な打撃を与えるＴＰＰ交渉については、断固として参加しないこと。
（２）ＴＰＰについては、全品目での関税撤廃だけではなく、様々な分野での包括的な交渉が行われ、農林水産分野
　　　以外にも国民の経済や生活にかかる多様な分野について影響があることを国民に十分説明すること。
（３）「多様な農業の共存」を基本理念として、農業・農村の多面的機能の発揮や食料安全保障の確保など、食料自
　　　給率の向上、農業・農村の振興などを損なわないよう対応すること。
　以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

　　　　平成22年12月21日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県宮若市議会　議　長　  寳　部　　勝

　　衆議院議長　　横路　孝弘　殿
　　参議院議長　　西岡　武夫　殿
　　内閣総理大臣　菅　　直人　殿
　　農林水産大臣　鹿野　道彦　殿

12
月
議
会
で
可
決
さ
れ
た
意
見
書

　ヒトＴ細胞白血病ウイルス１型（HTLV-１）は、致死率の高い「成人Ｔ細胞白血病（ATL）」や、進行性
の歩行・排尿障害を伴う「せき髄疾患（ＨＡＭ）」等を引き起こします。国内の感染者数（キャリア）は
100万人以上と推定され、その数はＢ型・Ｃ型肝炎に匹敵します。毎年約1000人以上がＡＴＬで命を落
とし、ＨＡＭ発症者は激痛や両足麻痺、排尿障害に苦しんでいます。一度感染すると現代の医学ではウ
イルスを排除することができず、いまだに根本的な治療法は確立されていません。
　現在の主な感染経路は、母乳を介して母親から子どもに感染する母子感染と性交渉による感染であ
り、そのうち母子感染が６割以上を占めています。このウイルスの特徴は、感染から発症までの潜伏期
間が40年から60年と期間が長いことです。そのため自分自身がキャリアであると知らずに子どもを母
乳で育て、数年後に自身が発症して初めて我が子に感染させてしまったことを知らされるケースがあり
ます。この場合、母親の苦悩は言葉では言い表せません。一部自治体では、妊婦健康審査時にHTLV-
１抗体検査を実施し、陽性の妊婦には授乳指導を行うことで、効果的に感染の拡大を防止しています。
　平成22年10月６日、厚生労働省は、官邸に設置された「HTLV-１特命チーム」における決定受け、
HTLV-１抗体検査を妊婦健康審査の標準的な検査項目に追加し、妊婦健康審査臨時特例交付金に基づ
く公費負担の対象とできるよう、通知を改正し、各自治体に発出しました。これにより全国で感染拡大
防止対策が実施されることになります。そのためには、医療関係者のカウンセリング研修やキャリア妊
婦等の相談体制の充実を図るとともに、診療拠点病院の整備、予防・治療法の研究開発、国民への正し
い知識の普及啓発等の総合的な対策の推進が不可欠です。
　よって、政府におかれましては、ヒトＴ細胞白血病ウイルス１型（HTLV-１）の感染拡大防止に伴う
「HTLV-１総合対策」を推進するため、以下の項目について早急に実現するよう強く要望いたしま
す。

記

１．医療関係者や地域保健担当者を対象とした研修会を早急に実施すること。
２．HTLV-１母子感染対策協議会を全都道府県に設置し、検査体制、保健指導・カウンセリング体制の
　　整備を図ること。
３．相談支援センターを設置し、感染者および発症者の相談支援体制の充実を図ること。
４．感染者および発症者のための診療拠点病院の整備を推進すること。
５．発症予防や治療法に関する研究開発を大幅に推進すること。
６．国民に対する正しい知識の普及と理解の促進を図ること。
７．発症者への支援、福祉対策を推進すること。

　以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

　　平成22年12月21日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県宮若市議会　議　長　 寳　部　　勝

内閣総理大臣　菅　　直人　殿
厚生労働大臣　細川　律夫　殿

ヒトＴ細胞白血病ウイルス１型（HTLV-１）総合対策を求める意見書

皆さんの傍聴を
お待ちしています

市議会を傍聴してみませんか

３月３日㈭
次の定例会は

　　　開会予定です。
本会議・各常任委員会等の日程につきましては、日程
が決まり次第、宮若市のホームページ、宮若市役所本
庁及び若宮総合支所に掲示します。
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問
　
年
間
の
維
持
管
理
費

の
見
込
み
は
。

答
　
教
育
長

　
本
年
度
、
建
設
工
事
等

の
予
算
の
議
決
を
い
た
だ

き
、
本
格
的
な
建
設
工
事

に
着
手
す
べ
き
本
議
会
に

お
い
て
、
工
事
請
負
契
約

議
案
を
提
案
さ
せ
て
い
た

だ
い
て
い
る
。

　
１
点
目
の
本
施
設
の
年

間
の
維
持
管
理
費
の
見
込

み
は
、
本
施
設
の
開
設
に

当
た
り
ま
し
て
年
間
維
持

管
理
費
と
し
て
、光
熱
費
、

各
種
機
器
類
の
保
守
管
理

費
及
び
施
設
管
理
費
等
々

で
、
約
２
５
０
０
万
円
弱

を
想
定
し
て
い
ま
す
。

問
　
年
間
の
図
書
利
用
者

数
の
見
込
み
は
。

答
　
教
育
長

　
年
間
の
図
書
利
用
者
数

の
見
込
み
は
、
近
隣
の
図

書
館
の
利
用
状
況
を
勘
案

し
ま
し
て
、
年
間
延
べ

10
万
人
程
度
を
目
標
に
し

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
開
館
後
は
、
読
み
聞
か

せ
や
各
種
講
演
会
を
始

め
、
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
な

ど
、
市
民
と
の
協
働
の
体

制
づ
く
り
も
図
り
な
が

ら
、
誰
も
が
利
用
で
き
る

図
書
館
運
営
に
取
り
組
ん

で
参
り
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。

問
　
図
書
館
準
備
室
で
は

今
何
を
さ
れ
て
い
る
の

か
。
又
、
こ
の
準
備
室
を

将
来
ど
の
よ
う
に
す
る
の

か
。

答
　
教
育
長

　
現
状
の
中
央
公
民
館
図

書
室
の
運
営
に
加
え
、
本

年
度
か
ら
図
書
館
本
館
の

開
館
に
向
け
３
万
冊
の
蔵

書
確
保
を
図
る
た
め
、
選

書
、
発
注
、
納
品
、
検
品

な
ど
の
作
業
を
は
じ
め
、

学
校
図
書
と
の
資
源
共
有

を
図
る
た
め
、
学
校
連
携

の
シ
ス
テ
ム
化
の
検
討
な

ど
の
準
備
と
と
も
に
、
平

成
23
年
度
４
月
に
開
館
す

る
若
宮
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ

ン
タ
ー
内
の
分
館
図
書
室

の
開
設
準
備
の
た
め
、
蔵

書
の
搬
入
か
ら
配
架
な
ど

の
作
業
も
進
め
て
い
る
と

こ
ろ
で
す
。

問
　
一
般
広
告
の
掲
載
に

つ
い
て
の
市
の
取
り
組
み

は
。

答
　
市
長

　
広
告
料
収
入
に
よ
り
財

政
効
果
が
期
待
で
き
る
こ

と
か
ら
、
多
く
の
市
町
で

取
り
組
み
が
行
わ
れ
て
お

り
、
本
市
に
お
い
て
も
、

窓
口
用
の
封
筒
、
自
治
会

の
回
覧
板
に
つ
い
て
も
広

告
主
か
ら
無
償
で
提
供
を

受
け
て
い
ま
す
。

　
現
在
の
と
こ
ろ
、
こ
れ

以
外
の
一
般
広
告
の
掲
載

に
つ
い
て
の
取
り
組
み
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
行
財
政

改
革
の
基
本
方
針
の
一
つ

で
あ
る
健
全
な
財
政
基
盤

の
確
保
の
た
め
の
新
た
な

歳
入
の
確
保
に
向
け
た
取

り
組
み
と
し
て
、
他
市
町

の
事
例
を
調
査
・
研
究

し
、
広
告
掲
載
に
つ
い
て

の
基
準
作
成
等
の
整
理
を

行
い
、
財
源
確
保
に
努
め

ま
す
。

問
　
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
バ
ナ
ー
広
告
を
導
入
し

て
は
ど
う
か
。

答
　
市
長

　
バ
ナ
ー
広
告
は
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
活
用
し
た

広
告
の
一
種
で
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
の
一
部
に
「
広
告

の
画
像
（
バ
ナ
ー
）」
を

掲
載
し
、
そ
の
バ
ナ
ー
を

ク
リ
ッ
ク
す
る
こ
と
に
よ

り
、
広
告
主
の
指
定
す
る

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
リ
ン
ク

（
展
開
）
さ
せ
、
有
料
広

告
を
得
る
手
法
で
す
。

　
筑
豊
８
市
で
は
、
本
市

と
行
橋
市
を
除
く
６
市

が
、
既
に
導
入
し
て
い
ま

す
。

　
本
市
で
は
、
現
在
、
導

入
実
施
を
視
野
に
入
れ
た

調
査
・
研
究
を
進
め
て
お

り
、
電
算
シ
ス
テ
ム
の
改

修
や
広
告
掲
載
に
関
す
る

基
準
の
作
成
、
広
告
主
の

募
集
方
法
等
を
含
め
、
具

体
的
に
検
討
し
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。

一般質問 市 政 を 問 う

図
書
館
を
核
と
す
る
生
涯
学
習
拠
点
施
設
に
つ
い
て

市
の
資
産
活
用
に
つ
い
て

安河　英幸

中尾 ハギ子

完成予想図

県庁のホームページ

行
政
窓
口
業
務
に
お
け
る
民
間
委

託
の
導
入
に
つ
い
て

　本
市
の
行
財
政
改
革
実
施
計
画
で
あ
り

ま
す
「
集
中
改
革
プ
ラ
ン
」
に
お
い
て
、

「
行
政
運
営
の
効
率
化
」
と
い
う
観
点
か

ら
、
民
間
委
託
の
推
進
を
掲
げ
て
お
り
、

こ
の
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
先
進
地
の
事

例
等
を
調
査
・
研
究
し
た
結
果
を
踏
ま
え

ま
し
て
、
平
成
23
年
３
月
か
ら
、
市
役
所

の
行
政
窓
口
業
務
の
一
部
に
つ
い
て
、
民

間
委
託
の
導
入
を
行
う
も
の
で
す
。

　こ
の
こ
と
は
、
第
２
次
宮
若
市
職
員
適

正
化
計
画
に
掲
げ
て
お
り
ま
す
平
成
27
年

度
の
職
員
数
２
８
０
名
と
い
う
目
標
を
達

成
す
る
た
め
の
必
要
な
取
り
組
み
で
あ

り
、
人
件
費
等
の
経
常
経
費
の
抑
制
を
図

り
つ
つ
、
民
間
が
有
す
る
専
門
性
や
業
務

ノ
ウ
ハ
ウ
等
を
最
大
限
活
用
す
る
こ
と
で

住
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
に
繋
げ
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
と
考
え
て
い
ま
す
。

　事
業
の
実
施
に
つ
き
ま
し
て
は
、
福
岡

県
の
緊
急
雇
用
創
出
事
業
臨
時
特
例
基
金

事
業
を
活
用
し
、
主
に
証
明
書
の
発
行
や

各
種
申
請
に
係
る
受
付
業
務
及
び
市
役
所

来
庁
者
へ
の
案
内
等
の
業
務
に
つ
い
て
委

託
を
行
い
、
こ
れ
ら
の
業
務
に
従
事
す
る

た
め
に
必
要
な
人
数
に
つ
い
て
委
託
職
員

を
配
置
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

損
害
賠
償
請
求
事
件
の
判
決
に
つ

い
て

　こ
の
事
件
は
、
㈲
中
部
産
業
が
宮
若
市

に
対
し
て
、
総
額
４
９
３
３
万
２
５
５
８

円
の
支
払
い
を
求
め
た
損
害
賠
償
請
求
事

件
で
、
平
成
19
年
７
月
２
日
福
岡
地
方
裁

判
所
飯
塚
支
部
へ
提
訴
さ
れ
た
も
の
で

す
。　今

回
の
裁
判
は
、
㈲
中
部
産
業
が
旧
宮

田
町
に
対
し
て
訴
訟
し
、
平
成
18
年
10
月

３
日
に
最
高
裁
判
所
に
お
い
て
、
市
の
全

面
勝
訴
と
し
て
結
審
し
ま
し
た
、
「
上
大

隈
農
園
緑
地
公
園
造
成
工
事
（
２
工

区
）
」
の
請
負
代
金
請
求
事
件
の
訴
訟
が

継
続
し
て
い
る
間
、
指
名
回
避
を
行
っ
た

こ
と
が
当
時
の
宮
田
町
長
あ
る
い
は
市
長

と
し
て
の
裁
量
権
を
逸
脱
又
は
濫
用
し
た

も
の
で
あ
る
と
い
う
主
張
が
主
な
争
点
と

な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
本
年
10
月
27
日
に

「
原
告
の
請
求
を
棄
却
す
る
。
」
と
の
判

決
が
下
さ
れ
、
本
市
の
主
張
が
全
面
的
に

認
め
ら
れ
た
結
果
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　し
か
し
な
が
ら
、
㈲
中
部
産
業
が
今
回

の
判
決
を
不
服
と
し
て
、
去
る
11
月
９

日
、
福
岡
地
方
裁
判
所
同
支
部
に
対
し
ま

し
て
控
訴
状
を
提
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

　本
市
と
し
ま
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
同
様

の
応
訴
を
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

民
事
調
停
の
報
告
に
つ
い
て

　平
成
22
年
６
月
定
例
議
会
に
お
い
て
議

決
を
得
ま
し
た
民
事
調
停
対
象
者
９
名
の

う
ち
、
１
名
が
自
主
退
去
し
、
４
名
が
完

納
さ
れ
、
残
る
４
名
に
つ
い
て
は
調
停
が

成
立
し
て
お
り
ま
す
。

　ま
た
、
平
成
22
年
９
月
定
例
議
会
に
お

い
て
議
決
を
得
ま
し
た
民
事
調
停
対
象
者

10
名
の
う
ち
、
７
名
が
完
納
さ
れ
、
残
る

３
名
に
つ
い
て
は
調
停
が
成
立
し
て
お
り

ま
す
。

㈱
東
芝
に
お
け
る
半
導
体
メ
モ
リ

事
業
の
製
造
拠
点
再
編
に
つ
い
て

　㈱
東
芝
Ｌ
Ｓ
Ｉ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
ソ
リ
ュ
ー

シ
ョ
ン
は
、
本
年
７
月
、
三
重
県
四
日
市

工
場
の
中
に
事
業
所
を
新
設
し
、
10
月
末

ま
で
の
間
に
約
４
０
０
人
の
従
業
員
の

内
、
約
３
０
０
人
が
段
階
的
に
順
次
配
置

転
換
さ
れ
て
い
ま
す
。

　残
る
従
業
員
の
約
１
０
０
人
に
つ
き
ま

し
て
は
、
自
主
退
社
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

退
社
後
に
お
け
る
企
業
側
の
就
業
支
援
と

し
ま
し
て
、
公
的
支
援
機
関
は
も
と
よ

り
、
民
間
の
就
業
斡
旋
会
社
に
支
援
業
務

を
委
託
さ
れ
て
お
り
、
退
社
か
ら
最
大

２
ヵ
年
の
支
援
を
実
施
す
る
等
万
全
の
再

就
職
支
援
体
制
を
整
え
ら
れ
る
と
の
こ
と

で
す
。

　ま
た
、
統
合
再
編
後
の
跡
地
利
用
に
つ

き
ま
し
て
は
、
既
に
敷
地
の
一
部
に
お
い

て
操
業
し
て
お
り
ま
す
、
㈱
ジ
ェ
イ
デ
バ

イ
ス
が
引
き
続
き
利
用
す
る
他
は
、
現
段

階
に
お
き
ま
し
て
は
未
定
と
な
っ
て
い
る

と
の
こ
と
で
す
。

　地
域
の
経
済
・
雇
用
を
支
え
て
こ
ら
れ

た
企
業
の
喪
失
は
、
非
常
に
残
念
で
す

が
、
昨
今
の
金
融
経
済
事
情
や
半
導
体
産

業
の
状
況
を
み
ま
す
と
、
今
回
の
統
合
再

編
は
止
む
を
得
な
い
判
断
で
あ
り
、
苦
渋

の
決
断
で
あ
っ
た
も
の
と
拝
察
す
る
と
こ

ろ
で
す
。

宮
若
市
学
校
等
整
備
計
画
に
係
る

住
民
説
明
会
の
実
施
結
果
に
つ
い

て　本
年
８
月
に
策
定
し
ま
し
た
宮
若
市
学

校
等
整
備
計
画
に
つ
き
ま
し
て
、
各
小
学

校
区
10
会
場
に
お
い
て
住
民
説
明
会
を
実

施
し
ま
し
た
。

　住
民
説
明
会
に
は
、
５
７
３
名
の
参
加

者
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
、
職
員
等
を
除
い

た
一
般
参
加
者
は
、
１
９
６
名
と
な
っ
て

い
ま
す
。

　説
明
会
の
参
加
者
に
実
施
し
ま
し
た
ア

ン
ケ
ー
ト
に
お
い
て
は
、
３
９
０
名
か
ら

回
答
を
得
て
お
り
、
今
回
の
整
備
計
画
に

つ
い
て
理
解
で
き
る
か
ど
う
か
の
設
問
に

つ
い
て
は
、
理
解
で
き
な
い
、
又
は
無
記

入
の
方
が
39
名
と
い
う
結
果
に
な
っ
て
い

ま
す
。

　こ
れ
ら
説
明
会
に
お
け
る
ご
意
見
等
を

十
分
に
踏
ま
え
、
今
後
も
、
出
張
座
談
会

等
を
通
し
ま
し
て
、
整
備
計
画
へ
の
理
解

を
広
く
求
め
て
参
り
た
い
と
考
え
て
お
り

ま
す
。

◆
市
長
報
告
１

◆
市
長
報
告
２

◆
市
長
報
告
４

◆
市
長
報
告
５

◆
市
長
報
告
３

市
長
報
告
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問
　
市
内
の
小
中
学
校
に

お
い
て
、
不
登
校
・
い
じ

め
に
つ
い
て
各
学
校
に
お

い
て
状
況
把
握
を
し
て
い

る
と
思
う
が
現
状
は
ど
う

な
の
か
。
又
、
教
育
委
員

会
へ
の
報
告
は
ど
の
程
度

あ
っ
て
い
る
か
。

答
　
教
育
長

　
市
内
の
小
中
学
校
に
お

け
る
、
不
登
校
・
い
じ
め

の
現
状
及
び
そ
の
報
告
に

つ
い
て
は
、
他
の
自
治
体

同
様
に
本
市
に
お
い
て

も
、
不
登
校
・
い
じ
め
の

実
態
等
が
見
受
け
ら
れ
ま

す
。

　
こ
の
よ
う
な
不
登
校
や

い
じ
め
な
ど
に
つ
き
ま
し

て
は
、
学
校
現
場
と
し
て

は
教
育
相
談
員
に
よ
る
個

別
対
応
等
を
は
じ
め
、

個
々
の
問
題
に
対
し
て
対

応
を
図
れ
る
よ
う
な
体
制

づ
く
り
を
し
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
こ
れ
ら
の
報
告
に

つ
き
ま
し
て
は
、
不
登
校

に
つ
い
て
は
、
毎
月
の
報

告
、い
じ
め
に
つ
い
て
は
、

把
握
後
た
だ
ち
に
教
育
委

員
会
へ
報
告
さ
せ
る
よ
う

指
示
し
て
お
り
ま
す
。

問
　
市
福
祉
事
務
所
設
置

以
後
の
推
移
に
つ
い
て
。

（
対
象
人
数
・
世
帯
・
申

請
等
）

答
　
市
長

　

市
福
祉
事
務
所
設
置

以
後
の
生
活
保
護
の
状

況
は
、
平
成
18
年
２
月

11
日
の
福
祉
事
務
所
開

設
時
に
県
か
ら
引
継
ぎ

ま
し
た
被
保
護
世
帯
は

８
６
９
世
帯
、
被
保
護
人

員
１
３
０
８
人
、
保
護
率

42・９
パ
ー
ミ
ル
で
し
た
。

以
後
、
微
減
傾
向
が
続

き
、
保
護
率
38
・
６
パ
ー

ミ
ル
ま
で
減
少
し
ま
し
た

が
、
そ
の
後
、
増
加
傾
向

に
転
じ
、
本
年
10
月
末
現

在
で
は
、
被
保
護
世
帯

８
９
２
世
帯
、
被
保
護
人

員
１
２
９
５
人
、
保
護
率

42
・
３
パ
ー
ミ
ル
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
申
請
件
数
は
、

平
成
18
年
度
が
１
０
２

件
、19
年
度
が
１
０
６
件
、

20
年
度
が
１
２
１
件
、
21

年
度
が
１
４
０
件
と
年
々

増
加
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

※
パ
ー
ミ
ル

千
分
率
。
１
パ
ー
ミ
ル
は

１
０
０
０
分
の
１
。

問
　
今
後
、
総
合
支
所
と

し
て
の
機
能
は
ど
の
よ
う

に
考
え
て
い
る
か
。（
行

政
事
務・窓
口
の
計
画
等
）

答
　
市
長
　

　
若
宮
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ

ン
タ
ー
に
お
い
て
も
、
若

宮
総
合
支
所
と
し
て
の
行

政
機
能
は
こ
れ
ま
で
と
同

様
に
存
続
さ
せ
て
お
り
、

去
る
12
月
６
日
よ
り
執
務

室
を
若
宮
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

セ
ン
タ
ー
内
に
移
動
さ

せ
、
行
政
事
務
を
行
っ
て

い
ま
す
。

　
平
成
23
年
度
以
降
の
行

政
機
能
に
つ
き
ま
し
て

は
、
行
政
窓
口
業
務
に
お

け
る
民
間
委
託
の
導
入
を

含
め
た
行
政
運
営
の
見
直

し
・
効
率
化
等
十
分
に
検

討
し
ま
す
。

問
　
大
型
事
業
が
続
い
て

い
る
が
、
維
持
管
理
費
及

び
返
済
、
利
息
は
い
く
ら

に
な
る
の
か
。

答
　
市
長

　
若
宮
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ

ン
タ
ー
及
び
火
葬
場
を
始

め
、
図
書
館
を
核
と
す
る

生
涯
学
習
施
設
及
び
毛
勝

総
合
公
園
の
運
営
費
を

除
き
ま
す
保
守
管
理
費

及
び
光
熱
水
費
等
の
維

持
管
理
費
は
、
年
間
約

５
５
０
０
万
円
を
見
込
ん

で
い
ま
す
。

　
次
に
、
施
設
建
設
の
た

め
に
借
り
入
れ
た
市
債
の

返
済
及
び
利
息
は
施
設
建

設
の
財
源
に
つ
い
て
は
、

合
併
特
例
債
を
活
用
し

て
お
り
、
平
成
22
年
度

末
の
借
入
総
額
は
、
約

46
億
７
０
０
０
万
円
の
見

込
み
で
す
。

　
合
併
特
例
債
を
限
度
額

の
99
億
３
０
０
０
万
円
ま

で
借
り
入
れ
た
場
合
の
元

利
返
済
額
は
、
現
行
の
借

り
入
れ
条
件
で
あ
る
20
年

償
還
、
う
ち
据
置
５
年
、

利
率
１・
６
％
と
い
た
し

ま
す
と
、
ピ
ー
ク
時
の

平
成
34
年
度
か
ら
平
成

41
年
度
で
は
、
年
間
約

５
億
８
０
０
０
万
円
に
な

る
見
込
み
で
す
。

　
ま
た
、
今
後
の
市
債
全

体
の
返
済
額
に
つ
い
て

は
、
年
間
16
億
円
程
度
を

見
込
ん
で
い
ま
す
。

問
　
窓
口
業
務
の
民
間
委

託
に
よ
っ
て
い
く
ら
の
人

件
費
が
縮
減
で
き
る
の

か
。
又
、
業
務
の
内
容
に

つ
い
て
。

答
　
市
長

　
行
政
窓
口
業
務
に
お
け

る
民
間
委
託
を
導
入
す
る

こ
と
に
よ
る
財
政
効
果
に

つ
い
て
、
民
間
委
託
の
委

託
料
は
、
本
議
会
に
提
案

し
て
い
る
補
正
予
算
案
が

可
決
さ
れ
次
第
、
指
名
競

争
入
札
の
準
備
を
行
う
予

定
で
あ
り
、
具
体
的
な
人

件
費
の
縮
減
に
伴
う
財
政

効
果
は
、
現
時
点
で
明
確

に
答
え
ら
れ
ま
せ
ん
が
、

今
回
の
民
間
委
託
で
は
事

務
従
事
者
を
９
名
程
度

で
、
予
算
の
総
額
を
年
間

で
２
５
０
０
万
円
程
度
と

考
え
て
い
ま
す
。

　

本
市
の
大
卒
の
新
規

採
用
職
員
９
名
分
に
相

当
す
る
人
件
費
は
、
約

３
４
７
０
万
円
と
な
る
こ

と
か
ら
、
そ
れ
と
比
較
し

て
も
１
０
０
０
万
円
程
度

の
財
政
効
果
が
生
じ
る
こ

と
に
な
り
、
一
定
の
効
果

が
見
出
せ
る
も
の
と
考
え

て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
委
託
を
行
う
業

務
の
内
容
に
つ
い
て
は
、

主
に
証
明
書
の
発
行
や
各

種
申
請
に
係
る
受
付
業
務

と
来
庁
者
へ
の
案
内
業
務

等
を
行
う
予
定
に
し
て
い

ま
す
。

問
　
地
域
を
元
気
に
す
る

中
小
零
細
業
者
支
援
・
仕

事
お
こ
し
を
。

答
　
市
長

　
本
市
の
建
設
工
事
に
つ

い
て
は
、
建
設
業
法
に
よ

る
許
可
を
受
け
、
福
岡
県

が
行
っ
て
お
り
ま
す
経
営

事
項
審
査
を
受
け
て
指
名

願
を
提
出
し
て
い
る
業
者

に
対
し
て
工
事
発
注
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　
中
小
・
零
細
業
者
の
官

公
需
に
お
け
る
工
事
発
注

に
つ
い
て
は
、
中
小
企
業

者
の
受
注
の
確
保
に
関
す

る
法
律
に
お
い
て
「
地
方

公
共
団
体
は
、
国
の
施
策

に
準
じ
て
、
中
小
企
業
者

の
受
注
の
機
会
を
確
保
す

る
た
め
に
必
要
な
施
策
を

講
ず
る
よ
う
に
努
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定

さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
税

を
原
資
と
す
る
公
共
工
事

は
、
品
質
の
確
保
の
た
め

に
建
設
業
法
の
許
可
を
受

け
て
い
る
業
者
に
対
す
る

発
注
を
原
則
と
し
て
い
ま

す
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
他
団

体
に
お
き
ま
し
て
は
、
小

規
模
工
事
契
約
希
望
者
登

録
制
度
を
も
う
け
て
い
る

事
例
が
あ
り
ま
す
の
で
、

調
査
を
行
い
ま
す
。

問
　
市
民
等
（
議
員
も
含

む
）
か
ら
の
不
当
要
求
に

つ
い
て
。

答
　
市
長

　

当
該
条
例
は
法
令
遵

守
、
公
益
通
報
、
不
当
要

求
の
３
つ
の
柱
を
主
と

し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
対
す
る

措
置
を
規
定
す
る
こ
と
に

よ
り
、
公
正
な
市
政
の
運

営
と
市
政
に
対
す
る
市
民

の
信
頼
の
確
保
を
目
的

に
、
平
成
21
年
４
月
よ
り

施
行
し
て
い
ま
す
。

　
市
民
等
か
ら
の
不
当
要

求
が
あ
っ
た
場
合
は
、
条

例
第
19
条
の
規
定
に
よ

り
、
書
面
に
よ
る
警
告
、

捜
査
機
関
へ
の
告
発
、
そ

の
他
不
当
要
求
行
為
を
中

止
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な

措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
な

り
ま
す
が
、
施
行
か
ら
１

年
８
ヶ
月
を
経
過
い
た
し

ま
し
た
今
日
ま
で
、
条
例

規
定
に
基
づ
く
措
置
を
講

じ
た
事
案
は
発
生
し
て
い

ま
せ
ん
。

問
　
市
道
の
位
置
付
け
、

種
類
。

答
　
市
長

　
市
道
の
役
割
は
、
市
内

の
各
地
区
と
主
要
な
施
設

間
を
連
絡
す
る
と
と
も

に
、
市
民
の
日
常
生
活
に

不
可
欠
な
移
動
手
段
に
用

い
る
道
路
と
し
て
位
置
づ

け
し
て
い
ま
す
。

　
市
道
の
種
類
は
認
定
道

路
と
認
定
外
道
路
と
に
区

分
し
て
い
ま
す
。

問
　
ス
マ
ー
ト
イ
ン
タ
ー

の
市
道
部
分
の
入
札
に
つ

い
て
。

答
　
市
長

　
ス
マ
ー
ト
イ
ン
タ
ー
の

市
道
部
分
の
入
札
に
つ
い

て
は
、
本
市
が
独
自
に
執

行
し
た
も
の
は
、
随
意
契

約
が
５
件
、入
札
が
２
件
、

工
事
請
負
費
は
５
件
で
す
。

　
ま
た
、
西
日
本
高
速
道

路
㈱
と
福
岡
県
、
及
び
本

市
で
締
結
し
た
基
本
協
定

に
基
づ
き
、
九
州
自
動
車

道
と
市
道
と
が
連
結
す
る

区
間
で
設
計
及
び
施
工
を

業
務
委
託
で
執
行
し
ま
し

た
。

問
　
今
後
の
防
災
工
事
の

計
画
は
ど
う
な
っ
て
い
る

の
か
。又
、ど
う
す
る
の
か
。

答
　
市
長

　
防
災
対
策
は
必
要
最
小

限
の
防
災
対
策
を
基
本
と

し
た
跡
地
整
備
計
画
で
、

元
の
山
林
に
戻
し
て
行
く

こ
と
を
基
本
と
し
た
取
り

組
み
を
計
画
し
て
い
ま
す
。

問
　
防
災
工
事
は
誰
が
す

る
の
か
。

答
　
市
長

　

防
災
工
事
に
つ
い
て

は
、
本
市
に
お
い
て
跡
地

内
の
整
備
に
取
り
組
み
た

い
。

問
　
今
ま
で
に
か
か
っ
た

防
災
工
事
の
費
用
の
総
額

と
詳
細
。

答
　
市
長

　

宮
田
町
執
行
分
を
含

め
、
本
市
が
執
行
し
た
跡

地
内
排
水
対
策
工
事
等
の

費
用
は
、
４
３
９
万
５
千

３
０
０
円
で
す
。

問
　
な
ぜ
跡
地
が
今
の
様

な
状
態
で
放
置
さ
れ
て
し

ま
っ
た
の
か
。

答
　
　
損
害
賠
償
請
求
を
提
訴

し
、
平
成
14
年
10
月
に
町

の
全
面
勝
訴
判
決
が
下
さ

れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
業

者
に
損
害
賠
償
金
を
支
払

う
意
思
が
見
ら
れ
な
い
こ

と
か
ら
、
法
的
手
続
き
を

経
て
当
該
所
有
地
を
取
得

し
ま
し
た
。

一般質問一般質問 市市 政政 をを 問問 うう

児
童
・
生
徒
の
教
育
問
題
に
つ
い
て

財
政
に
つ
い
て

官
公
需
の
活
用
・
受
注
機
会
の
増
大
で
地
域
経
済
循
環
に
つ
い
て

本
市
の
道
路
行
政
に
つ
い
て
問
う

浜崎　稔哉

茅野　勝

安永　友則

職
員
等
の
公
正
な

職
務
の
執
行
に
関

す
る
条
例
制
定
後

に
つ
い
て

若
宮
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て

生
活
保
護
の
状

況
に
つ
い
て

窓
口
業
務
の
民
間

委
託
に
つ
い
て

龍
伸
砕
石
の
防

災
に
つ
い
て

和田　善久

Miyawaka City No.20 • 12• No.20 Miyawaka City13



●
議
員
の
方
は
勉
強
し
て
あ
る
と

思
い
ま
す
が
、
比
較
さ
れ
る
と
こ

ろ
が
県
内
か
九
州
管
内
で
あ
れ
ば

分
か
り
易
い
と
思
い
ま
す
。
高
齢

化
が
進
ん
で
い
る
中
、
あ
ま
り
箱

も
の
ば
か
り
作
っ
て
先
が
ど
う
な

る
か
心
配
で
す
。

60
代
　女
性

●
議
事
採
決
中
は
賛
否
議
員
の
確

認
が
出
来
る
よ
う
に
時
間
を
と
る

べ
き
。
「
開
か
れ
た
市
政
」
を

も
っ
と
前
進
す
る
為
に
何
が
改
善

で
き
る
か
と
考
え
て
も
ら
い
た

い
。

60
代

●
質
問
が
長
い
。
ま
た
答
弁
も
回

数
が
多
い
。
答
弁
の
時
間
を
決
め

て
は
い
か
が
で
す
か
。
議
員
数
が

３
万
の
市
に
し
て
は
多
い
と
思
う

の
で
他
市
を
調
べ
て
欲
し
い
。

70
代
以
上
　女
性

ち
ょ
っ
と
一
言

まちのわだい
まちのわだい

委
員
長
　
　中
　尾
　ハ
ギ
子

副
委
員
長
　
　松
　尾
　幸
　主

委
　
　員
　
　川
　口
　
　
　誠

委
　
　員
　
　吉
　野
　英
　史

委
　
　員
　
　塩
　川
　恭
　子

委
　
　員
　
　浜
　崎
　稔
　哉

委
　
　員
　
　茅
　野
　
　
　勝

　今
年
は
卯
歳
。
政
治
も
経
済
も
大

き
く
飛
躍
す
る
年
に
な
る
の
で
は
な

い
か
と
予
測
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
予

測
ど
お
り
の
年
に
な
る
様
に
願
っ
て

お
り
ま
す
。

　も
う
す
ぐ
立
春
、
合
併
し
て
６
年

目
と
な
り
難
問
山
積
の
市
政
で
は
あ

り
ま
す
が
、
議
会
と
し
て
は
卯
の
よ

う
に
大
き
な
耳
で
市
民
の
皆
様
方
の

市
政
に
対
す
る
意
見
を
深
く
聞
き
市

政
に
反
映
さ
せ
、
宮
若
市
飛
躍
の
年

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て

お
り
ま
す
。

　市
民
の
皆
様
方
の
御
協
力
、
よ
ろ

し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。茅

野
　勝

編
集
後
記

編
集
後
記

議
会
広
報
調
査
特
別
委
員
会

み
や
わ
か
市
議
会
だ
よ
り

み
や
わ
か
市
議
会
だ
よ
り

20号
2011
平
成
23年
２
月
１
日

●
発
行
／
宮
若
市
議
会
　
　
●
編
集
／
議
会
広
報
調
査
特
別
委
員
会

●
〒
823-0011 福

岡
県
宮
若
市
宮
田
29-1

●
TEL 0949-32-1135／

FA
X 0949-32-9430
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